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戦
功
を
記
録
し
、
そ
れ
を
根
拠
に
恩
賞
を
得
る
こ
と
は
、
武
士
に
と
っ
て
最
も
基
本
的
か
つ
重
要
な
行
為
で

あ
る
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
関
わ
る
南
北
朝
期
の
軍
忠
状
等
に
つ
い
て
は
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
し
か

し
戦
国
期
、
さ
ら
に
は
戦
争
が
な
く
な
る
と
さ
れ
る
近
世
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
変
化
あ
る
い
は

消
失
し
て
い
く
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
は
、
中
世
と
近
世
に
お
け
る
武
家
文
書
史

料
の
在
り
方
の
相
違
点
、
共
通
点
を
探
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
戦
功
を
記
録
す
る
史
料
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ

の
変
遷
を
み
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

明
治
二
年
、
版
籍
奉
還
直
前
の
萩
藩
で
、
戊
辰
戦
争
等
の
戦
功
調
査
が
組
織
的
に
な
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
、

藩
の
家
臣
た
ち
か
ら
な
る
軍
団
司
令
官
た
ち
は
、
中
世
軍
忠
状
の
典
型
的
文
言
を
も
つ
記
録
を
藩
か
ら
の
命
令

に
応
じ
て
提
出
し
、
藩
も
中
世
同
様
の
証
判
を
据
え
て
返
し
て
い
る
。
こ
れ
を
、
農
兵
な
ど
も
含
む
有
志
中
心

に
編
成
さ
れ
た
諸
隊
提
出
の
戦
功
記
録
と
比
較
す
る
と
、
戦
死
傷
者
報
告
と
い
う
内
容
は
同
一
だ
が
、
軍
忠
状

と
い
う
形
式
自
体
に
示
さ
れ
る
儀
礼
的
性
格
の
有
無
が
大
き
な
相
違
点
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
幕
末
の
藩

や
藩
士
た
ち
は
、
軍
忠
状
を
自
己
の
武
士
と
い
う
身
分
の
象
徴
と
し
て
位
置
付
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
こ
の
軍
忠
状
と
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
存
在
な
の
か
。
恩
賞
給
与
の
た
め
の
軍
功
認
定
は
、
当
初
、

指
揮
官
の
面
前
で
口
頭
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
蒙
古
襲
来
合
戦
時
、
恩
賞
決
定
者
で
あ
る

幕
府
中
枢
部
は
戦
闘
地
域
を
遠
く
離
れ
た
鎌
倉
に
お
り
、
一
方
、
戦
闘
が
大
規
模
で
、
戦
功
認
定
希
望
者
も
多

数
に
の
ぼ
っ
た
た
め
、初
め
て
文
書
を
介
し
た
戦
功
認
定
確
認
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

そ
の
後
、
軍
事
関
係
の
文
書
が
定
式
化
さ
れ
、
戦
功
認
定
に
関
わ
る
諸
手
続
き
が
組
織
化
さ
れ
て
い
っ
た
結
果

が
、
各
地
域
で
長
期
間
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に
戦
闘
が
行
わ
れ
た
南
北
朝
期
の
各
種
軍
事
関
係
文
書
で
あ
っ
た

と
さ
れ
る
。

　

し
か
し
一
五
世
紀
後
半
に
も
な
る
と
、
軍
事
関
係
文
書
の
中
心
は
戦
功
を
賞
す
る
感
状
と
な
り
、
軍
忠
状
な

ど
戦
功
記
録
・
申
告
文
書
の
残
存
例
は
全
国
的
に
わ
ず
か
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
軍
忠
状
や
頸
注
文
は
、

室
町
幕
府
の
武
家
故
実
と
し
て
、
幕
府
と
の
強
い
結
び
つ
き
を
誇
示
し
た
い
西
国
の
大
名
・
武
士
た
ち
の
間
で

再
び
用
い
ら
れ
、
戦
国
時
代
最
盛
期
に
は
、
大
友
氏
・
毛
利
氏
な
ど
の
戦
国
大
名
領
国
で
さ
か
ん
に
作
成
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
豊
臣
秀
吉
政
権
の
成
立
以
降
、
朝
鮮
へ
の
侵
略
戦
争
で
作
成
さ
れ
た
「
鼻
請
取
状
」
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、
戦
功
報
告
書
と
そ
の
受
理
文
書
と
い
う
形
で
軍
功
認
定
の
方
式
は
一
層
組
織
化
さ
れ
た
。
関
ヶ
原
合

戦
と
二
度
の
大
坂
の
陣
、
ま
た
九
州
の
大
名
家
と
そ
の
家
臣
の
家
で
は
、
近
世
初
期
最
後
の
戦
争
と
も
い
え
る

島
原
の
乱
に
関
す
る
、そ
れ
ぞ
れ
膨
大
な
数
の
戦
功
記
録
文
書
が
作
成
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
の
軍
忠
状
自
体
は
、

自
ら
の
戦
闘
行
動
を
具
体
的
に
記
し
た
も
の
で
、
儀
礼
的
要
素
は
希
薄
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
徳
川
家

へ
軍
功
上
申
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
、
恩
賞
を
家
臣
た
ち
に
配
分
す
る
際
の
根
拠
と
し
て
、
大
名
の
家
に
留

め
お
か
れ
管
理
・
保
管
さ
れ
た
。
や
が
て
こ
う
し
た
戦
功
記
録
は
、
徳
川
家
と
の
関
係
を
語
る
き
わ
め
て
重
要

な
証
拠
と
し
て
、
現
実
の
戦
功
認
定
が
終
了
し
た
後
も
、
多
く
の
武
家
で
、
家
の
由
緒
を
示
す
家
譜
等
に
編
纂

さ
れ
、
幕
府
自
体
も
、
こ
う
し
た
戦
功
記
録
を
集
成
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戦
功
記
録
の
系
譜
を
追
っ
て
く
る
と
、
戦
功
を
申
請
し
恩
賞
に
預
か
る
と
い
う
き
わ
め
て

現
実
的
な
目
的
の
た
め
に
出
現
し
た
軍
忠
状
が
、
そ
の
後
、
二
つ
の
方
向
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘

で
き
る
。
一
つ
は
事
務
的
手
続
き
文
書
と
し
て
の
機
能
を
よ
り
純
化
さ
せ
、
戦
功
申
告
書
と
し
て
、
申
請
す
る

側
で
は
な
く
、
認
定
す
る
側
に
保
管
さ
れ
て
い
く
方
向
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、「
家
の
記
憶
」
の
記

録
と
し
て
、
家
譜
や
家
記
に
編
纂
さ
れ
、
一
種
の
由
緒
書
、
つ
ま
り
記
念
し
顕
彰
す
る
た
め
の
典
拠
と
な
っ
て

い
く
方
向
で
あ
る
。

　

最
初
に
考
察
し
た
幕
末
萩
藩
の
軍
忠
状
も
、
戦
功
の
記
録
が
戦
国
時
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
変
化
し
、
島
原

の
乱
で
、
あ
る
到
達
点
に
達
し
た
、
そ
の
系
譜
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、

近
代
以
降
の
軍
隊
が
、
中
世
・
近
世
武
士
の
あ
り
方
か
ら
執
拗
に
継
受
し
て
い
っ
た
側
面
を
も
示
唆
す
る
と
い

え
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
軍
忠
状
、
戦
功
記
録
、
萩
藩
、
武
家
文
書
、
武
家
故
実

は
じ
め
に

❶
幕
末
の「
軍
忠
状
」

❷
戦
功
申
告
記
録
の
変
遷
―
戦
国
期
ま
で

❸
戦
功
申
告
記
録
の
変
遷
―
近
世
初
期

お
わ
り
に

久
留
島
典
子
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は
じ
め
に

　

戦
功
を
記
録
し
、
そ
れ
を
根
拠
に
恩
賞
を
得
る
こ
と
は
、
武
士
に
と
っ
て
最
も
基

本
的
か
つ
重
要
な
行
為
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
関
わ
る
南
北
朝
期
の

軍
忠
状
や
合
戦
手
負
注
文
に
つ
い
て
は
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
し
か
し
戦
国
期
、
さ

ら
に
は
戦
争
が
な
く
な
る
と
さ
れ
る
近
世
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
変
化

あ
る
い
は
消
失
し
て
い
く
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
以
下
、
中

世
と
近
世
に
お
け
る
武
家
文
書
史
料
の
在
り
方
の
相
違
点
、
共
通
点
を
探
る
と
い
う

観
点
か
ら
、
戦
功
を
記
録
す
る
史
料
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
の
変
遷
を
み
て
い
こ
う
。

❶
幕
末
の「
軍
忠
状
」

　

最
初
に
、
一
つ
の
文
書
〔
史
料
1
〕
を
み
よ
う
。

 〔
史
料
1
〕　

楢
崎
頼
三
景
福
軍
忠
状
（
山
口
県
萩
市
萩
博
物
館
所
蔵　

楢
崎
文
書
）

「（
袖
書
）

一
見
了
、（（毛
利
敬
親
）

印
）」

　

従
去
年
明
治

元

三
月
九
日
、
到
九
月
廿
二
日
、
於
處
々
合
戦
、
被
疵
次
第

五
月
朔
日
、
於
奥
州
白
川
、
景
福
被
疵　
壱
ケ
所
、
右
之
手
首

右
第
一
大
隊
弐
番
中
隊
司
令
相
勤
、
関
東
出
張
被
仰
付
候
所
、
自
身
如
此
之
趣
、

可
被
達

上
聞
候
、
軍
忠
状
如
件
、

　

明
治
弐　
　
　
　
　

楢
崎
頼
三

　
　
　
　

二
月　
　
　
　
　
　
　

景
福
（
花
押
）　

　
　

益
田
弾（親
祥
）

正
介
殿

　
　

こ
れ
は
山
口
県
萩
市
の
楢
崎
家
に
伝
わ
っ
た
史
料
で
、
差
出
人
の
楢
崎
頼
三
は
、

一
九
世
紀
半
ば
、幕
末
の
戊
辰
戦
争
で
活
躍
し
た
萩
藩
士
で
あ
る
）
1
（

。
内
容
を
み
る
と
、

版
籍
奉
還
（
明
治
二
年
六
月
）
直
前
の
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
二
月
、
頼
三
が
、

自
身
の
戊
辰
戦
争
時
に
お
け
る
負
傷
を
、
萩
藩
の
重
臣
で
あ
っ
た
益
田
弾
正
介
親ち
か
よ
し祥

に
報
告
し
た
文
書
で
あ
る
。
一
見
し
て
、
文
言
は
典
型
的
な
中
世
軍
忠
状
そ
の
も
の

で
あ
り
、袖
に
は
「
一
見
了
」
と
書
か
れ
、証
判
（
申
請
内
容
を
受
領
証
明
す
る
文
言
・

花
押
・
印
な
ど
）
と
し
て
の
印
ま
で
押
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
印
文
は
「
敬
親
」
と
読

め
る
の
で
、
そ
の
当
時
の
萩
藩
主
毛
利
敬
親
の
証
判
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
幕
末

の
「
軍
忠
状
」
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
こ
の
文
書
（
以
下
「
軍
忠
状
1
」
と
す

る
）
に
注
目
し
、
二
百
年
ぶ
り
に
現
実
の
戦
闘
を
経
験
し
た
武
士
が
書
い
た
戦
功
の

記
録
が
、
中
世
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

楢
崎
頼
三
が
提
出
し
た
「
軍
忠
状
」
は
、
実
は
も
う
一
通
あ
る
。

〔
史
料
２
〕　

楢
崎
頼
三
景
福
軍
忠
状
（
同
文
書
）

「（
袖
書
）

一
見
了
、（（毛
利
敬
親
）

印
）」

第
一
大
隊
弐
番
中
隊
司
令
官
楢
崎
頼
三
藤
原
景
福
謹
言
上
、

早
欲
賜　

御
證
判
、
備
後
代
之
亀
鑑
、
軍
忠
之
事
、

右
、
従
去
年
明
治
元
辰
ノ
三
月
九
日
、
到
同
九
月
廿
二
日
、
於
武
州
梁
田
駅
、

総
州
岩
井
村
、
野
州
、
奥
州
、
所
々
合
戦
之
時
、
隊
中
或
討
死
、
或
被
疵
人
数

備
左
、

　
　

三
月
九
日
於
武
州
梁
田
駅

　
　
　
　

被
疵

　
　
　
　
　
一
番
小
隊

　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
十
郎

　
　

後
日
於
武
州
熊
谷
駅

　
　
　
　

療
養
中
死
亡

　
　
　
　
　
　
　
　

伊
藤
十
郎

　
　

四
月
廿
日
於
総
州
岩
井
村
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討
死

　
　
　
　
　
一
番
小
隊

　
　
　
　
　
　
　
　

田
中
甚
吉

　
　
　
　

被
疵

　
　
　
　
　
一
番
小
隊
嚮
導
役

　
　
　
　
　
　
　
　

百
村
発
蔵

（
中
略
）

討
死　

十
六﹇七
を
訂
正
﹈

人

被
疵　

四
十
三
人

　

療
養
中
死
亡
五﹇四
を
訂
正
﹈

人

以
上

明
治
弐　

　
　
　
　
　
　

楢
崎
頼
三

二
月　

　
　
　
　
　
　
景
福
（
花
押
）　

益
田
弾
正
介
殿

同
月
付
け
の
こ
ち
ら
の
「
軍
忠
状
」（〔
史
料
2
〕、
以
下
「
軍
忠
状
2
」
と
す
る
）

は
、
第
一
大
隊
二
番
中
隊
司
令
官
で
あ
る
楢
崎
が
、
指
揮
下
の
将
兵
一
人
ず
つ
に
つ

い
て
、討
死
・
負
傷
の
状
況
を
、日
付
と
場
所
を
特
定
し
て
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、

司
令
官
楢
崎
そ
の
人
が
、
各
人
の
軍
功
の
証
人
と
な
っ
て
い
る
。
文
言
は
「
早
く
御

証
判
を
賜
り
、
後
代
の
亀
鑑
に
備
え
ん
と
欲
す
軍
忠
の
事
」
と
古
め
か
し
く
、
証
判

も
あ
っ
て
、
や
は
り
体
裁
は
幕
末
の
「
軍
忠
状
」
と
い
っ
た
趣
だ
が
、
内
容
か
ら
い

え
ば
、
部
隊
司
令
官
の
死
傷
者
報
告
と
い
っ
て
よ
い
。

二
通
の
「
軍
忠
状
」
は
楢
崎
家
に
伝
え
ら
れ
、
現
在
萩
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
が
、
明
治
初
年
の
藩
の
行
政
文
書
で
あ
る
「
萩
藩
庶
務
記
録
」
に
よ
れ
ば
、
明

治
二
年
六
月
三
十
日
、
他
の
十
通
の
「
軍
忠
状
」
と
と
も
に
、
こ
の
二
通
も
、
萩
藩

の
宝
庫
に
納
め
る
よ
う
指
示
が
出
さ
れ
て
い
る
）
2
（

。
こ
の
藩
の
記
録
か
ら
、「
軍
忠
状
」

と
呼
ば
れ
る
文
書
が
、
楢
崎
頼
三
の
も
の
以
外
に
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
、
萩
藩
毛
利
家
の
藩
政
史
料
が
ま
と
め
て
保
存
さ
れ
て
い
る
山
口
県
文
書

館
毛
利
家
文
庫
の
史
料
の
中
に
、「
軍
忠
状　

乾
・
坤
」「
御
証
判
軍
忠
状
写
」
な
ど

萩
藩
の
役
所
で
写
さ
れ
た
軍
忠
状
控
の
簿
冊
）
3
（

が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
み
る
と
、
幕
末
の

萩
藩
で
「
軍
忠
状
」
と
よ
ば
れ
た
文
書
の
性
格
は
、「
各
部
隊
司
令
官
か
ら
藩
の
役

所
に
た
い
し
て
提
出
さ
れ
た
戦
死
傷
者
報
告
」
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
、
楢
崎
頼

三
の
「
軍
忠
状
2
」
死
傷
者
報
告
も
、
こ
れ
に
相
当
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら

く
、
明
治
二
年
六
月
に
藩
の
宝
庫
に
納
め
ら
れ
た
他
の
「
軍
忠
状
」
も
、
こ
う
し
た

各
部
隊
か
ら
の
死
傷
者
報
告
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
各
隊
よ
り
の
死
傷
者
報
告
と
い
う
点
で
は
、
明
治
二
年
一
月
末
に
藩

よ
り
諸
隊
・
各
人
に
提
出
が
命
じ
ら
れ
た
「
馬
関
攘
夷
以
来
諸
兵
戦
争
度
数
付
」
が
、

萩
藩
で
は
一
般
的
な
戦
功
報
告
の
形
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
戦
争
度
数
付
」
と
は
、
萩

藩
に
と
っ
て
幕
末
の
戦
争
が
一
段
落
し
た
段
階
で
、
戦
闘
に
参
加
し
た
人
々
の
状
況

を
明
ら
か
に
し
、褒
賞
を
与
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
提
出
命
令
（
布
令
記
録
）

〔
史
料
3
〕に
添
え
ら
れ
た「
戦
争
度
数
付
」の
ひ
な
形
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
）
4
（

る
。

〔
史
料
3
〕
布
令
記
録　

明
治
二
年
一
月
（
三
十
日
）

馬
関
攘
夷
以
来
去
（
明
治
元
）

辰
正
月
京
師
戦
争
ニ
至
る
迄
、
出
張
之
諸
兵
戦
争
度
数
其
外
委

敷
取
調
、
別
紙
雛
形
之
通
小
杉
紙
二
ツ
折
手
本
綴
ニ
し
て
書
体
正
敷
楷
書
八
行
ニ

相
認
候
て
、
早
々
差
出
候
様
被
仰
付
候
事
、

但
諸
隊
入
隊
之
面
々
ハ
、
隊
中
よ
り
申
出
被
仰
付
候
付
、
別
段
不
及
仕
出
事
、

右
之
通
組
支
配
中
え
も
可
被
相
触
候
事
、

巳
正
月　

　
　
　
　

施
政
局

右　
　
　
　
　
　
　
　

当
巳
ノ
何嫡
庶
等

歳
何
条
何
某

何
年
何
月
何
日
於
某
国
某
郡
某
処
合
戦

何
年
何
月
何
日
於
某
国
某
郡
某
処
、
合
戦
被
傷
、
銃
創
・
刀
創
及
ヒ
某
創
、
処
ヲ

分
注
、

何
年
何
月
何
日
於
某
国
某
郡
某
処
、
合
戦
討
死
、
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（
下
略
）

こ
こ
に
は
、「
何
年
何
月
何
日
於
某
国
某
郡
某
所
、
合
戦
被
傷
、
銃
創
・
刀
創
及

ヒ
某
創
、
処
ヲ
分
注
」
あ
る
い
は
「
何
年
何
月
何
日
於
某
国
某
郡
某
所
、
合
戦
討
死
」

と
あ
り
、
ま
た
、「
戦
争
度
数
」
提
出
命
令
に
は
、
諸
隊
入
隊
の
面
々
は
隊
か
ら
提

出
さ
せ
る
の
で
、
個
人
か
ら
出
す
必
要
は
な
い
と
も
あ
る
。
実
際
、
こ
の
命
令
に
応

じ
て
各
隊
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
戦
争
度
数
付
」
が
毛
利
家
文
庫
に
は
多
数
残
っ
て
い

る
。
ま
た
注
目
で
き
る
の
は
、
さ
き
に
み
た
楢
崎
頼
三
作
成
の
「
軍
忠
状
2
」
の
記

載
方
法
が
「
戦
争
度
数
付
」
の
ひ
な
型
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る
こ
と
、さ
ら
に
は
、

二
通
の
「
軍
忠
状
」
の
日
付
が
二
月
で
あ
り
、
こ
の
提
出
命
令
と
対
応
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

毛
利
家
文
庫
に
は
、
史
料
名
称
は
「
戦
功
録
」「
戦
争
度
数
付
」「
軍
忠
状
」
な
ど

と
全
く
別
で
、
文
言
・
形
式
も
異
な
る
が
、
内
容
的
に
は
、
各
戦
闘
へ
の
兵
の
参
加

状
況
と
、
戦
死
傷
者
報
告
と
い
う
性
格
を
も
つ
史
料
が
多
数
あ
る
。
楢
崎
頼
三
の
二

通
の
「
軍
忠
状
」
も
、
こ
の
「
馬
関
攘
夷
以
来
諸
兵
戦
争
度
数
付
」
提
出
命
令
と
類

似
の
命
令
に
対
応
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
二
年
の
戦
功
調
査
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
賞
典
授
与
は
、
萩
藩

内
で
広
く
組
織
的
に
行
わ
れ
、
毛
利
家
文
庫
に
は
、
調
査
に
対
す
る
褒
賞
記
録
で
あ

る
「
戦
功
賞
典
録
」
な
ど
も
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
維
新
団
と
い
う
被
差

別
民
か
ら
な
る
隊
へ
の
賞
典
授
与
の
史
料
も
あ
る
。
一
連
の
幕
末
の
戦
闘
に
は
、
長

州
藩
（
萩
藩
）
で
は
、
藩
士
は
も
と
よ
り
農
兵
や
被
差
別
民
ま
で
含
め
、
身
分
を
超

え
た
多
数
の
男
た
ち
が
様
々
な
軍
団
に
分
か
れ
て
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
し
た
な
か
で
、
楢
崎
を
含
む
司
令
官
が
「
軍
忠
状
」
と
い
う
名
称
と
形
式
の

戦
功
報
告
を
作
成
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

「
戦
争
度
数
付
」
に
し
ろ
「
軍
忠
状
」
に
し
ろ
、
一
般
的
に
戦
死
傷
者
報
告
は
、

藩
と
し
て
遂
行
し
た
幕
末
の
戦
争
に
お
い
て
、
戦
闘
に
参
加
し
た
藩
士
を
は
じ
め
と

す
る
人
々
に
対
し
て
、
恩
賞
を
給
与
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
必
要
な
基
本
情
報

で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
命
令
し
た
藩
も
、
命
令
を
受
け
た
戦
闘
参
加
者
側
も
、

理
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
戦
闘
参
加
者
が
所
属
し
て
い
た
幕
末
の
萩
藩
の
軍
隊
と
は
、
構
成
員
の

出
自
や
、
編
成
年
次
、
編
成
契
機
も
異
な
る
諸
隊
か
ら
形
成
さ
れ
る
極
め
て
複
雑
な

構
造
を
持
つ
軍
団
で
あ
っ
た
。
有
志
中
心
に
編
成
さ
れ
た
諸
隊
が
次
々
と
生
ま
れ
る

な
か
、
重
臣
を
統
率
者
に
、
家
臣
た
ち
か
ら
編
成
さ
れ
る
、
本
来
の
近
世
の
軍
団
に

近
い
形
の
諸
隊
も
慶
応
年
間
に
は
成
立
し
、
楢
崎
頼
三
が
中
隊
司
令
官
と
し
て
属
し

た
第
一
大
隊
は
そ
う
し
た
隊
の
一
つ
で
あ
っ
た
）
5
（

。
こ
の
よ
う
な
重
臣
・
家
臣
を
中
心

に
構
成
さ
れ
る
隊
の
司
令
官
は
皆
、
藩
士
の
な
か
で
も
中
・
上
層
身
分
以
上
の
武
士

た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
は
、
足
軽
や
中
間
、
さ
ら
に
は
農
兵
ま
で
含
め
、
諸
隊
の

人
び
と
を
い
わ
ば
同
格
に
扱
う
「
戦
争
度
数
付
」
で
は
な
く
、
軍
忠
状
こ
そ
、
武
士
・

軍
団
統
率
者
が
作
成
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
正
統
的
な
戦
功
記
録
で
あ
る
と
い
う
認

識
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
認
識
は
藩
中
枢
部
も
共
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
前
に
あ
げ
た
軍
忠

状
控
の
簿
冊
を
詳
し
く
み
て
い
く
と
、
萩
藩
自
体
が
、
中
・
上
層
藩
士
よ
り
な
る
各

軍
団
の
司
令
官
に
対
し
て
は
、
中
世
的
な
軍
忠
状
文
言
を
持
つ
戦
死
傷
者
報
告
書
の

書
式
を
示
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
「
軍
忠
状　

乾
」（
毛
利
家
文
庫
三
六
賞
典
八
号
）

を
み
る
と
、
軍
忠
状
を
差
し
出
す
者
の
家
格
に
合
わ
せ
て
、
証
判
の
文
言
、
書
き
だ

す
位
置
が
細
か
に
決
ま
っ
て
い
た
こ
と
）
6
（

、さ
ら
に
軍
忠
状
そ
の
も
の
の
紙
の
大
き
さ
、

書
き
方
が
、「
竪
、曲
尺
九
寸
三
分
」「
前
ノ
明
キ
、同
三
寸
八
分
」「
字
頭
ゟ
上
之
明
キ
、

一
寸
八
分
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。
こ
う
し
た
書
式
に
拠
っ
た
軍
忠

状
は
、
申
告
人
か
ら
藩
側
に
「
伺
」
を
立
て
る
こ
と
か
ら
提
出
手
続
き
が
始
ま
り
、

差
し
出
さ
れ
た
二
通
に
各
々
証
判
が
据
え
ら
れ
た
後
、
一
通
は
宝
庫
に
納
め
ら
れ
、

も
う
一
通
は
申
告
者
に
下
付
さ
れ
た
。
楢
崎
家
に
伝
わ
っ
た
二
通
の
軍
忠
状
は
、
こ

の
下
付
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
だ
）
7
（

。
さ
ら
に
、
軍
忠
状
に
も
と
づ
い
た
感

状
の
作
成
・
下
付
に
お
い
て
も
、
種
々
の
手
続
き
ご
と
に
調
進
さ
れ
る
べ
き
文
書
の

書
式
が
決
ま
っ
て
お
り
）
8
（

、
ま
さ
に
軍
忠
状
・
感
状
の
作
成
・
授
受
自
体
が
、
藩
中
枢
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部
と
中
・
上
層
藩
士
と
の
間
の
儀
礼
体
系
を
現
出
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
恩
賞
が

も
は
や
知
行
加
増
と
い
う
よ
り
は
、何
が
し
か
の
金
品
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
、

文
書
の
授
受
と
い
う
儀
礼
そ
の
も
の
が
司
令
官
た
ち
に
と
っ
て
最
大
の
恩
賞
で
あ
っ

た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
儀
礼
行
為
は
、
幕
末
段
階
で
は
、
戦
争
遂
行
上
の
必
要
性
は
ま
っ
た

く
な
く
、
藩
中
枢
部
と
、
各
隊
司
令
官
を
務
め
る
中
・
上
層
家
臣
た
ち
両
方
に
共
有

さ
れ
て
い
た
武
士
と
し
て
の
身
分
意
識
を
前
提
に
、
藩
内
の
秩
序
維
持
を
図
ろ
う
と

す
る
、
多
分
に
観
念
的
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
結
局
、
こ
の
軍
忠
状
提
出
直
後
の

版
籍
奉
還
を
経
て
、
廃
藩
置
県
に
よ
っ
て
藩
自
体
が
消
滅
し
、
藩
内
の
秩
序
維
持
や

士
気
高
揚
も
意
味
を
失
う
。
だ
が
、
そ
れ
で
は
こ
の
軍
忠
状
は
内
容
的
に
ま
っ
た
く

無
意
味
な
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
く
、
そ
こ
に
負
傷
・
戦
死
を
記
載
さ
れ
た

者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
現
実
的
な
戦
功
申
告
書
で
あ
り
、
恩
賞
の
裏
付
け
で
あ
っ
た

こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

大
き
な
方
向
性
と
し
て
は
、
や
は
り
身
分
差
の
な
い
軍
隊
を
実
現
さ
せ
る
状
況
に

な
っ
て
お
り
、
実
際
、
身
分
を
超
え
た
軍
団
が
現
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
近
代
初
頭

の
時
点
で
さ
え
、
あ
る
い
は
そ
れ
故
に
こ
そ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
強
く
表

れ
て
い
る
藩
や
藩
士
の
自
己
認
識
、
武
士
・
武
家
と
し
て
の
身
分
意
識
を
、
軍
忠
状

形
式
の
戦
功
報
告
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
武
士

で
あ
る
こ
と
の
象
徴
が
、
中
世
軍
忠
状
の
典
型
的
文
言
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
武
士
が
自
己
の
武
士
と
い
う
身
分
の
象
徴
と
し
て
位
置
付
け

て
い
た
軍
忠
状
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
章

を
改
め
、
中
世
の
「
軍
忠
状
」
と
い
う
言
葉
と
文
書
の
形
を
、
幕
末
の
武
士
た
ち
が

如
何
に
変
容
さ
せ
な
が
ら
再
生
さ
せ
た
の
か
、
彼
ら
の
意
識
を
探
る
た
め
に
、
戦
功

報
告
の
形
を
歴
史
的
に
跡
付
け
て
い
こ
う
。

❷
戦
功
申
告
記
録
の
変
遷
―
戦
国
期
ま
で

　
（
一
）
軍
忠
状
の
成
立

前
章
で
は
、
幕
末
の
「
軍
忠
状
」
を
追
う
過
程
で
、
恩
賞
給
付
の
た
め
の
軍
功
の

記
録
と
し
て
、
一
九
世
紀
末
に
お
い
て
も
、
中
世
的
軍
忠
状
が
強
い
規
範
性
・
規
定

性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
し
か
し
、
諸
隊
司
令
官
が
提
出
す
る
戦
死

傷
者
報
告
書
と
い
う
幕
末
の
「
軍
忠
状
」
の
性
格
は
、
必
ず
し
も
南
北
朝
期
の
軍
忠

状
と
同
じ
と
は
い
え
ず
、
そ
こ
に
は
ず
れ
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

で
は
、
幕
末
の
「
軍
忠
状
」
の
よ
う
な
戦
功
記
録
の
あ
り
方
は
、
い
つ
頃
か
ら
形

成
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
江
戸
幕
府
に
と
っ
て
は
長
州
戦
争
ま
で
、
萩
藩
に
と

っ
て
も「
馬
関
攘
夷
」（
下
関
戦
争
）以
前
の
二
百
数
十
年
間
、戦
争
が
な
か
っ
た
こ
と
、

し
た
が
っ
て
実
際
の
戦
功
を
記
す
経
験
が
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
幕
末
の

幕
府
や
藩
は
、
中
世
あ
る
い
は
近
世
初
頭
の
戦
功
記
録
方
法
か
ら
学
ん
だ
こ
と
が
推

測
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
戦
功
記
録
の
あ
り
方
は
ど
の
よ

う
に
変
化
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
変
化
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
軍
忠
状

が
南
北
朝
期
以
降
ど
う
変
化
し
た
の
か
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
。

ま
ず
、
軍
忠
状
の
変
化
を
み
て
い
く
前
に
、
軍
忠
状
は
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
て
き

た
の
か
を
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
簡
単
に
整
理
し
て
み
よ
う
）
9
（

。

源
頼
朝
の
時
代
、
す
な
わ
ち
鎌
倉
幕
府
成
立
の
契
機
と
な
る
内
乱
期
も
含
め
、
恩

賞
給
与
の
た
め
の
軍
功
認
定
は
、
指
揮
官
の
面
前
で
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
軍
功
が

口
頭
報
告
さ
れ
、
敵
方
損
害
の
象
徴
で
あ
る
「
分
捕
頸
」
や
自
身
の
負
傷
も
そ
の
場

で
確
認
さ
れ
、
証
人
に
よ
る
軍
功
の
立
証
も
そ
の
時
同
時
に
為
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
鎌
倉
時
代
も
半
ば
、
蒙
古
襲
来
合
戦
の
時
に
な
る
と
、
恩
賞
決
定
者
で
あ

る
幕
府
中
枢
部
は
戦
闘
地
域
を
遠
く
離
れ
た
鎌
倉
に
お
り
、
一
方
、
戦
闘
が
大
規
模

で
、
戦
功
認
定
希
望
者
も
多
数
に
の
ぼ
っ
た
た
め
、
新
た
に
書
面
を
作
成
し
て
報
告
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す
る
必
要
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
軍
功
を
文
書
に
記
し
て
申
請
す
る
軍
忠
申
状
を

は
じ
め
、
見
知
し
た
証
人
の
請
文
、
あ
る
い
は
軍
功
を
保
証
す
る
守
護
挙
状
な
ど
が

作
成
さ
れ
、
初
め
て
文
書
を
介
し
た
戦
功
認
定
確
認
作
業
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
た
『
竹
崎
季
長
合
戦
絵
詞
』
に
描
か
れ
た
、
戦
功

認
定
さ
れ
る
ま
で
の
種
々
の
苦
労
も
、
軍
事
関
係
の
文
書
が
定
式
化
さ
れ
、
戦
功
認

定
に
関
わ
る
諸
手
続
き
が
組
織
化
さ
れ
る
な
か
で
、
解
消
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
到

達
点
が
、
各
地
域
で
長
期
間
に
わ
た
っ
て
継
続
的
に
戦
闘
が
行
わ
れ
た
南
北
朝
期
の

各
種
軍
事
関
係
文
書
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
証
判
付
の
着
到
状
や
軍
忠

状
）
10
（

、
あ
る
い
は
軍
忠
状
の
変
形
と
し
て
、
自
身
や
自
身
に
隷
属
す
る
下
級
兵
士
の
負

傷
報
告
に
特
化
し
た
合
戦
手
負
注
文
、
同
じ
く
敵
方
損
傷
報
告
に
特
化
し
た
分
捕
頸

注
文
）
11
（

、
ま
た
同
所
で
戦
っ
た
見
知
者
が
軍
功
を
証
明
す
る
証
人
請
文
、
あ
る
い
は
上

官
が
証
す
る
軍
忠
挙
状
な
ど
で
あ
る
。

た
だ
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
、
識
字
能
力
も
充
分
で
な
か
っ
た
武
士

た
ち
に
と
っ
て
、
書
面
を
介
し
た
軍
功
認
定
は
い
わ
ば
他
律
的
に
始
ま
っ
た
の
で
あ

り
、
当
初
は
「
執
筆
」
と
よ
ば
れ
る
書
記
役
の
専
門
家
が
武
士
た
ち
の
申
告
を
書
面

化
し
て
い
っ
た
、
あ
る
い
は
、
与
え
ら
れ
た
書
式
・
ひ
な
形
を
用
い
て
作
成
し
た
と

さ
れ
る
点
で
あ
る
。

　
（
二
）
南
北
朝
期
以
降
の
軍
忠
状

さ
て
、
つ
ぎ
に
南
北
朝
期
以
降
、
軍
忠
状
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
を

見
て
い
こ
う
。
一
五
世
紀
に
な
っ
て
も
軍
忠
状
は
み
ら
れ
、
特
に
戦
乱
の
収
ま
ら
な

か
っ
た
関
東
を
中
心
に
残
存
例
が
多
い
。
し
か
し
、
一
四
三
〇
年
代
に
な
る
と
、
関

東
で
は
戦
闘
が
継
続
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軍
忠
状
は
激
減
し
、
応
仁
・
文

明
の
乱
の
起
こ
る
一
五
世
紀
後
半
で
は
、
全
国
的
に
軍
忠
状
の
残
存
例
は
わ
ず
か
と

な
る
。
そ
し
て
関
東
で
は
戦
国
時
代
に
な
っ
て
も
、い
わ
ゆ
る
軍
忠
状
や
手
負
注
文
・

頸
注
文
と
い
っ
た
文
書
名
を
持
つ
、
戦
功
を
報
告
・
申
請
す
る
文
書
は
ほ
と
ん
ど
み

ら
れ
な
い
。
一
方
、
西
国
の
大
友
氏
や
大
内
氏
・
毛
利
氏
で
は
、
戦
国
期
に
な
る
と

軍
忠
状
な
ど
戦
功
を
申
請
す
る
文
書
が
増
加
し
て
い
く
。
以
上
の
地
域
偏
差
を
含
む

動
き
を
ど
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

関
東
で
は
、
一
五
・
一
六
世
紀
を
通
じ
て
政
治
的
な
不
安
定
状
況
が
続
き
、
各
所

で
戦
闘
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
戦
功
を
賞
す
る
感
状
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
戦
功
は
何
ら
か
の
形
で
報
告
さ
れ
認
定
さ
れ
た

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
局
地
的
紛
争
の
場
合
、
軍
功
の
申
請
や
保
証
な

ど
が
文
書
を
介
さ
ず
に
口
頭
で
直
接
行
わ
れ
、
後
に
残
す
た
め
の
感
状
の
み
作
成
さ

れ
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
全
面
的
に
口
頭
申
請
に
戻
っ
て
し
ま
っ

た
と
は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
、
軍
功
申
告
の
書
面
が
作
成
さ
れ
た
場
合
で
も
、
申

告
者
本
人
に
は
返
さ
れ
な
く
な
り
、
軍
功
認
定
の
結
果
と
し
て
の
感
状
の
み
渡
さ

れ
る
方
向
に
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
西
国
の
武
家
文
書
の
多
く
で
も
、

一
五
世
紀
後
半
期
は
、
東
国
と
同
じ
く
感
状
の
み
残
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
同
様

な
事
態
が
推
測
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
一
六
世
紀
に
は
い
り
西
国
で
も
戦
闘
が
恒
常
化
し
て
く
る
と
、
感
状
だ

け
で
な
く
「
軍
忠
状
」
あ
る
い
は
・「
手
負
注
文
」・「
頸
注
文
」「
分
捕
注
文
」
な
ど

多
様
な
軍
事
関
係
文
書
が
増
加
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
相
違
は
な
ぜ
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
世
後
期
、
文
書
を
介
し
た
軍
功
認

定
を
必
要
と
し
な
い
局
地
紛
争
が
、東
国
の
み
に
多
か
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
以
上
、

多
様
な
軍
事
関
係
文
書
の
有
無
は
、
実
際
の
必
要
性
の
如
何
に
よ
る
も
の
で
は
な
い

と
推
測
で
き
る
。
そ
れ
で
は
何
か
。
仮
説
と
し
て
、
室
町
幕
府
と
の
関
係
が
上
げ
ら

れ
る
。
幕
府
か
ら
距
離
を
お
い
た
政
治
的
秩
序
を
一
五
世
紀
に
は
形
成
し
て
い
た
東

国
に
比
較
し
、
西
国
は
室
町
幕
府
将
軍
と
の
関
係
が
よ
り
深
く
、
各
地
域
の
守
護
や

戦
国
大
名
は
、将
軍
と
の
関
係
を
重
視
し
た
。
そ
の
室
町
幕
府
の
軍
功
認
定
方
式
を
、

西
国
大
名
は
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
示
す
興
味
深
い
史
料
が
、
次
に
示
す
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
六
月

日
伊
勢
貞
順
軍
忠
状
書
札
案
送
状
）
12
（

〔
史
料
4
〕
で
あ
る
。
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〔
史
料
4
〕
伊
勢
貞
順
軍
忠
状
書
札
案
送
状
（
前
欠
）（
入
江
文
書
）

　
　
　
（
前
略
）

　
　

不
知
名
字　
　

頸
一　
　
　

尾
川
式
部
丞
討
捕

　

亦
一
説

　
　
　

頸
注
文　

口
ノ
書
様
ハ
右
同
前
也
、

　
　
　
　
　

堀
六
郎
被
官

　
　

頸
一　

安
原
源
三　
　

佐
竹
七
郎
討
捕

佐
竹
七
郎
討
捕

　
　

 

頸
一　

鵜
川
六
郎　
　

在
本
平
三
被
官

藤
田
新
八
郎
討
捕

　
　

 

頸
一　

道
羅
彦
八　
　

小
野
隼
人
佐
被
官

　
　
　
（
中
略
）

　

被
疵
人
数
注
文
書
様
之
事

　
　
　

被
疵
人
数

討
死

　

鵜
崎
五
郎
右
衛
門
尉　

　
　
　

手
甲
太
刀
疵
一
ケ
所

　

八
熊
平
内
兵
衛
尉　

　
　
　
　

討
死

　

賀
納
新
五
郎　

　
　
　
　
　
　

額
鑓
疵
二
ケ
所

　

目
崎
藤
九
郎　

　
　
　
　
　
　

胸
矢
疵
二
ケ
所

一
去
十
日
辰
刻
、

　
　

至
石
河
蔵
人
丞
館
、
松
田
豊
前
守
致
出
張
、
及
合
戦
之
由
注
進

仕
候
之
条
、
則
馳
向
、
自
身
太
刀
、
我
等
親
類
被
官
数
輩
致
討
死
候
、
仍
討

捕
頸
注
文
進
之
候
、
急
度
可
預
御
披
露
事
肝
要
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　

五
月
十
二
日　

　
　
　
　
　
　
　

実
名　

判

　

平
田
新
左
衛
門
尉
殿　

　
　
　
　

裏
書
如
常
、

　
（
中
略
）　

右
、
一
巻
八
ケ
条
之
事
、
依
御
懇
望
、
如
形
認
進
候
、
但
他
家
之
用
ニ
相
替
儀
可

有
之
、
可
被
用
捨
事
肝
要
候
、
不
可
為
外
見
者
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
勢
駿
河
守　

　
　
　
　

弘
治
弐
年
六
月
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

貞
順
（
花
押
）

　
　
　
　

如
法
寺
式
部
少
輔
殿

伊
勢
貞
順
は
室
町
幕
府
の
政
所
執
事
伊
勢
氏
の
一
族
だ
が
、
伊
勢
氏
一
族
は
将
軍

に
近
侍
し
て
、
幕
府
内
の
儀
礼
・
故
実
に
詳
し
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
地
方
の
武
士

等
の
求
め
に
応
じ
て
教
示
し
た
内
容
が
、
武
家
故
実
書
と
し
て
広
く
流
布
す
る
よ
う

に
な
り
、
貞
順
の
場
合
も
、
そ
う
し
た
著
作
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
貞
順
が
、
戦

国
時
代
の
弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
に
、
豊
後
大
友
氏
の
有
力
一
族
田
原
氏
に
、
軍

忠
状
・
感
状
等
の
書
き
方
の
ひ
な
形
を
示
し
て
書
き
送
っ
た
も
の
が
〔
史
料
4
〕
と

し
て
残
っ
て
い
る
）
13
（

。
実
例
を
あ
げ
て
丁
寧
に
説
明
す
る
こ
の
文
書
か
ら
は
、
武
家
故

実
と
し
て
の
頸
注
文
や
手
負
注
文
な
ど
の
軍
忠
状
が
、
西
国
、
特
に
大
内
氏
や
大
友

氏
の
支
配
下
に
あ
る
武
家
の
間
で
、広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
、

田
原
氏
の
文
書
に
は
、
主
家
で
あ
る
大
友
氏
の
当
主
が
袖
判
を
据
え
た
合
戦
手
負
注

文
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、も
う
一
つ
興
味
深
い
例
が
、益
田
宗
兼
と
い
う
武
士
の
軍
忠
状
〔
史
料

5
）
14
（

〕
で
あ
る
。
彼
は
石
見
国
の
武
士
だ
が
、
永
正
五
年
（
一
五
〇
八
）
中
国
地
方
の

有
力
大
名
大
内
義
興
に
従
っ
て
、
将
軍
足
利
義
稙
を
奉
じ
て
上
洛
し
た
。
在
京
時
、

宗
兼
は
幕
府
の
儀
式
次
第
を
書
写
し
、
伊
勢
氏
一
族
と
親
し
く
交
わ
る
な
ど
、
武
家

故
実
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
家
伝
史
料
か
ら
わ
か
る
）
15
（

。
そ
の
宗
兼
は
、

永
正
八
年
（
一
五
一
一
）、
大
内
軍
の
一
員
と
し
て
、
義
稙
に
対
立
す
る
足
利
義
澄
・

細
川
澄
元
勢
と
京
都
船
岡
山
で
戦
う
が
、
そ
の
時
の
分
捕
頸
注
文
や
負
傷
者
の
詳
細

を
報
告
し
た
太
刀
討
注
文
（
手
負
注
文
）
が
〔
史
料
5
〕
で
あ
る
。

　
　
　
（
中
略
）　

　

亦
一
説

　
　
　

頸
注
文　

口
ノ
書
様
ハ
右
同
前
也
、
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〔
史
料
5
〕
益
田
宗
兼
船
岡
山
合
戦
討
捕
頸
并
太
刀
討
注
文
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所

蔵
益
田
家
文
書
）

「◯
モ
ト
端
裏
書
カ

於
城
州
舟
岡
山
軍
忠
之
注
文　

永
正
八
」

　

永
正
八
年
八
月
廿
四
日
於
船
岡
山
討
捕
頸
注
文

頸
一　
　
　

益
田
又
次
郎
討
捕
之
、

頸
一　
　
　

大
谷
与
三
次
郎
討
捕
之
、

頸
一　
　
　

斎
藤
平
三
討
捕
之
、

頸
一　
　
　

垣
石
十
郎中間
兵
衛
尉
討
捕
之
、

頸
一　
　
　
　
　
　

孫切疵
一
ケ
所
左

﹅衛
右
ノ
手
門

﹅討
捕
之
、

　
　
　
　
　
　

　

太
刀
討
注
文

益
田
弾
正
左
衛
門
尉

波
田
木
工
助

大
草
弥
次
郎

大
谷
与
三
左
衛
門
尉

鑓
疵
一
ケ
所
、
右
ノ
足
、 

大
谷
与
三
兵
衛
尉

鑓
疵
一
ケ
所
、
左
ノ
手
、 

下
孫
七

切
疵
一
ケ
所
、
左
ノ
手
、　　

鑓
疵
頭
二
ケ
所
、
脇
一
ケ
所
、

討
死　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
 

小
原
民
部
丞

（
中
略
）

矢
疵
一
ケ
所
、
右
ノ
足
、　

新
中
間

三
郎

　
　
　

已
上

　
　
　

九
月
十
三
日　

　

宗

益
田
治
部
少
輔兼

（
花
押
）

記
載
さ
れ
て
い
る
人
々
は
益
田
氏
の
家
臣
た
ち
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
将
軍
義

稙
の
感
状
が
で
て
い
る
が
、
こ
の
軍
忠
状
自
体
に
証
判
は
な
い
。
船
岡
山
合
戦
に
参

加
し
、
感
状
を
残
す
武
家
は
多
数
に
の
ぼ
る
が
、
益
田
氏
の
よ
う
に
軍
忠
状
を
残
し

た
家
は
他
に
一
家
し
か
な
い
）
16
（

。
そ
こ
か
ら
、
必
要
性
と
い
う
よ
り
は
、
彼
ら
は
む
し

ろ
自
ら
望
ん
で
武
家
故
実
に
倣
っ
た
軍
忠
状
作
成
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
武
家
に
と
っ
て
後
々
ま
で
残
す
文
書
と
し
て
は
一
時
衰
退
し
か
け

て
い
た
軍
忠
状
だ
が
、
室
町
幕
府
の
武
家
故
実
と
し
て
、
幕
府
と
の
強
い
結
び
つ
き

を
誇
示
し
た
い
西
国
の
大
名
・
武
士
た
ち
の
間
で
再
び
用
い
ら
れ
、
戦
国
時
代
最
盛

期
に
は
、
大
友
氏
・
毛
利
氏
な
ど
の
戦
国
大
名
領
国
で
さ
か
ん
に
作
成
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
一
種
武
家
の
象
徴
的
文
書
と
し
て
、
大
内
氏
領
国
の
毛
利
氏
や
吉
川
氏

の
文
書
、
あ
る
い
は
大
友
氏
家
臣
の
家
の
文
書
に
は
多
数
の
頸
注
文
・
手
負
注
文
が

残
さ
れ
て
い
る
。

軍
功
認
定
手
続
き
の
一
環
と
し
て
、
武
士
に
と
っ
て
あ
る
意
味
他
律
的
に
始
ま
っ

た
軍
忠
状
作
成
だ
が
、
こ
の
段
階
に
な
る
と
、
一
部
地
域
で
は
、
ま
さ
に
自
発
的
に

多
数
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
変
化
に
注
目
し
た
い
。
軍
功
申
告
と
い
う
本
来
の
目

的
の
み
な
ら
ず
、
益
田
氏
に
と
っ
て
の
船
岡
山
合
戦
の
事
例
の
よ
う
に
、
特
定
の
戦

闘
に
お
け
る
主
人
と
家
臣
が
共
に
戦
っ
た
武
家
の
「
家
の
記
憶
」、
そ
れ
を
記
録
す

る
と
い
う
、
歴
史
意
識
さ
え
そ
こ
に
は
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
）
17
（

。

❸
戦
功
申
告
記
録
の
変
遷
―
近
世
初
期

　
（
一
）
朝
鮮
へ
の
侵
略
戦
争
と
鼻
請
取
状

さ
ら
に
、
近
世
に
お
け
る
恩
賞
認
定
の
た
め
の
軍
功
記
録
を
、
朝
鮮
へ
の
侵
略
戦

争
、
徳
川
氏
と
豊
臣
氏
が
雌
雄
を
決
す
る
一
連
の
合
戦
、
そ
し
て
最
後
に
島
原
の
乱

と
み
て
い
こ
う
。

戦
国
期
西
国
の
軍
忠
状
、
な
か
で
も
相
手
方
に
加
え
た
損
傷
を
報
告
す
る
「
頸
注

文
」
が
、「
文
禄
・
慶
長
の
役
」
と
よ
ば
れ
る
朝
鮮
へ
の
侵
略
戦
争
に
お
い
て
、「
鼻

請
取
状
」
の
よ
う
な
文
書
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
）
18
（

。
北
島
万
次
氏
）
19
（

に
よ

れ
ば
、
秀
吉
政
権
側
の
武
将
か
ら
各
大
名
へ
の
「
鼻
請
取
状
」
は
、
吉
川
・
鍋
島
・
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黒
田
・
藤
堂
氏
充
て
の
も
の
が
現
在
残
り
、
さ
ら
に
そ
の
前
段
階
の
、
各
大
名
か
ら

そ
の
家
臣
に
対
し
て
出
さ
れ
た
鼻
請
取
も
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
う
ち
吉
川
広

家
が
提
出
し
た
鼻
に
対
す
る
、
秀
吉
側
か
ら
派
遣
さ
れ
て
い
た
戦
目
付
、
す
な
わ
ち

監
督
官
の
請
取
状
が
〔
史
料
6
〕
で
あ
る
。

〔
史
料
6
〕
早
川
長
政
外
二
名
連
署
鼻
請
取
状
（『
大
日
本
古
文
書　

吉
川
家
文
書
之
一
』

一
三
八
号
）

於
珍
原
郡
請
取
頸
之
鼻
数
之
事
、

　
　
　

合
八
百
七
拾
也
、

右
、
慥
ニ
請
取
申
所
也
、

　
　
　
　
　

慶
長
貳

　
　
　
　
　
　
　

九
月
廿
一
日　
　
　
　
　

熊
谷
内（直
盛
）蔵丞

（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

垣
見
和
泉
守
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

早
川
主
馬
首
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

吉
川
蔵（広
家
）人頭

殿御
陣
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
そ
ら
く
、
こ
れ
に
対
応
す
る
鼻
を
送
る
際
の
注
文
も
、
頸
注
文
と
同
様
に
作
成

さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
あ
た
か
も
戦
利
品
で
あ
る
か
の
よ
う
に
鼻
数
が
記
載
さ
れ
て

い
る
文
書
は
、
現
代
の
人
間
に
は
悍
ま
し
い
も
の
だ
が
、
当
時
の
武
士
た
ち
に
そ
の

感
覚
は
な
か
っ
た
と
想
像
で
き
る
。

こ
の
「
鼻
請
取
状
」
か
ら
は
、
注
文
自
体
が
証
判
を
加
え
て
返
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
報
告
書
と
、
報
告
書
の
受
理
文
書
と
い
う
形
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
豊
臣
秀
吉
は
、
頸
数
を
明
記
し
、
そ
の
鼻
の
到
来
を
軍
功
と
す
る
内
容
の
感

状
を
、
参
戦
し
た
大
名
た
ち
に
出
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
大
名
の
家
臣
・
大
名
・

秀
吉
の
家
臣
・
秀
吉
と
い
う
間
で
、
申
告
と
受
理
・
承
認
の
文
書
が
対
応
す
る
か
た

ち
で
整
然
と
動
い
て
い
る
さ
ま
が
読
み
取
れ
る
。
鼻
削
ぎ
と
い
う
残
虐
行
為
が
い
か

に
も
組
織
的
に
遂
行
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

　
（
二
）
大
坂
の
陣
と
戦
功
記
録

さ
て
、
軍
功
認
定
の
方
式
が
、
秀
吉
政
権
の
成
立
以
降
、
一
層
組
織
化
さ
れ
て
い

く
傾
向
を
指
摘
し
た
が
、
関
ヶ
原
合
戦
、
徳
川
方
と
豊
臣
方
の
決
戦
と
な
っ
た
二
度

の
大
坂
の
陣
で
は
、
膨
大
な
数
の
戦
功
の
記
録
が
作
成
さ
れ
残
さ
れ
た
。
そ
れ
は
戦

国
時
代
の
西
国
や
秀
吉
政
権
の
流
れ
を
く
む
も
の
で
あ
り
、
戦
闘
状
況
の
詳
細
な
報

告
と
と
も
に
、
分
捕
り
し
た
首
級
が
延
々
と
書
き
上
げ
ら
れ
、
討
死
に
し
た
武
将
名

が
列
記
さ
れ
て
い
る
。そ
れ
ら
の
多
く
は
近
世
大
名
家
で
後
世
に
編
纂
さ
れ
た
家
記
・

家
譜
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
が
、
根
拠
と
な
る
報
告
文
書
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
丹

羽
氏
の
事
例
で
確
認
で
き
る
。

丹
羽
氏
は
丹
羽
長
秀
が
織
田
信
長
の
重
臣
で
、
息
子
の
長
重
も
秀
吉
に
つ
か
え
る

が
、
関
ヶ
原
合
戦
後
に
所
領
没
収
さ
れ
て
浪
々
の
身
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
救

っ
て
領
地
を
与
え
た
の
が
徳
川
家
康
で
あ
り
、
大
坂
の
陣
で
は
徳
川
方
大
名
と
し
て

奮
戦
す
る
。
長
重
と
そ
の
家
臣
た
ち
の
戦
功
に
つ
い
て
は
『
丹
羽
家
譜
』
に
詳
し
く

記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
丹
羽
文
書
に
残
る
多
数
の
「
軍
忠
状
」
や
「
証
人

請
書
」
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
類
は
、
家
臣
た
ち
か

ら
長
重
側
近
に
提
出
さ
れ
た
原
本
、
お
よ
び
丹
羽
長
重
か
ら
徳
川
家
康
側
近
に
報
告

さ
れ
た
長
重
自
身
の
「
軍
忠
状
」
の
控
え
で
あ
る
。
時
と
場
所
を
明
記
し
て
自
ら
の

軍
功
を
克
明
に
記
し
た
「
軍
忠
状
」
が
多
い
が
、
な
か
に
は
他
の
者
の
軍
功
を
見
知

し
た
こ
と
を
証
明
す
る
証
人
請
書
も
存
在
す
る
。
前
者
軍
忠
状
の
例
が
〔
史
料
7
〕

で
あ
る
。

〔
史
料
7
〕
大
谷
勝
左
衛
門
尉
大
坂
陣
戦
功
覚
（
丹
羽
文
書
）

「（
端
裏
書
）

大
谷
勝
左
殿
」

今
度
大
坂
表
五
月
七
日
之
御
合
戦
之
刻
、
我
等
敵
ニ
相
申
所
、
御
人
数
御
立
被

成
候
、
下
ノ
田
を
越
、
畠
へ
あ
か
り
、
其
末
ニ
ひ
ろ
き
野
ノ
こ
と
く
な
る
畠
御
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座
候
、
其
畠
よ
り
敵
七
八
人
ほ
と
か
か
り
申
候
、
畠
ニ
て
鑓
を
仕
お
ひ
こ
み
、

田
ニ
て
つ
き
た
を
し
、
か
ふ
と
な
か
ら
く
ひ
を
取
、
御
目
に
か
け
申
候
、

　
　
　

以
上

　
　

九
月
十
五
日　
　
　
　
　

大
谷
勝
左
衛
門
尉
（
花
押
）

　
　
　
　

浅
尾
勘
太
殿

こ
う
し
て
み
る
と
、
戦
功
の
要
素
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と

も
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
功
が
討
死
・
戦
傷
な
ど
の
い
わ
ば
味
方
の
損
害
内
容
と
、

分
捕
り
頸
な
ど
の
敵
方
損
害
内
容
か
ら
な
り
、
こ
う
し
た
戦
功
を
証
明
し
て
く
れ
る

証
人
の
存
在
が
必
要
不
可
欠
と
い
っ
た
点
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
丹
羽
氏
の
場
合

で
み
る
と
、
こ
の
時
期
の
「
軍
忠
状
」
は
文
言
自
体
が
中
世
の
軍
忠
状
と
は
全
く
異

な
り
、
自
ら
の
戦
闘
行
動
を
具
体
的
に
記
し
た
も
の
で
、
儀
礼
的
要
素
は
希
薄
で
あ

る
。
文
書
の
性
格
と
し
て
も
、
も
は
や
証
判
を
加
え
て
再
び
家
臣
に
返
す
よ
う
な
も

の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
軍
忠
状
」
は
、
さ
ら
に
丹
羽
氏
が

徳
川
家
に
軍
功
を
上
申
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
で
あ
る
と
と
も
に
、
徳
川
家
か
ら
恩

賞
と
し
て
領
地
を
加
増
さ
れ
た
後
、
そ
れ
を
家
臣
た
ち
に
配
分
す
る
際
の
根
拠
で
も

あ
っ
た
。
他
の
大
名
家
な
ど
で
も
、
こ
う
し
た
報
告
が
徴
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め

て
徳
川
家
に
報
告
し
て
大
名
家
と
し
て
恩
賞
を
得
る
と
と
も
に
、
保
管
・
管
理
し
て

い
る
戦
功
報
告
を
も
と
に
、
家
臣
た
ち
に
配
分
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
20
（

。

こ
の
よ
う
に
徳
川
方
と
し
て
参
陣
し
た
諸
家
に
と
っ
て
は
、
大
坂
の
陣
の
戦
功
記

録
は
、徳
川
家
と
自
ら
の
家
の
関
係
を
語
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。

現
実
の
戦
功
認
定
が
終
了
し
た
後
も
、
多
く
の
武
家
で
、
家
の
由
緒
を
示
す
記
録
と

し
て
家
伝
等
に
編
纂
さ
れ
、
幕
府
自
体
も
、
こ
う
し
た
戦
功
記
録
を
集
成
し
て
い
こ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
逆
に
そ
れ
故
か
、
丹
羽
氏
の
よ
う
な
例
外
を
除
け
ば
、
当
時

の
一
次
史
料
と
し
て
の
戦
功
記
録
は
意
外
に
少
な
く
、
後
世
の
編
纂
の
手
が
は
い
っ

て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
す
べ
て
の
武
家
で
大
坂
の
陣
が
重
要
視

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
特
に
九
州
の
大
名
家
と
そ
の
家
臣
の
家
で
は
、
む
し
ろ
つ
ぎ

に
見
る
島
原
の
乱
こ
そ
、
多
数
の
戦
功
記
録
が
作
成
さ
れ
残
さ
れ
、
後
々
ま
で
記
念

さ
れ
る
べ
き
重
要
な
合
戦
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

　
（
三
）
島
原
の
乱
と
戦
功
記
録

大
坂
の
陣
で
確
立
し
た
徳
川
家
―
江
戸
幕
府
の
支
配
を
揺
る
が
せ
た
の
が
、
一
七

世
紀
最
後
の
合
戦
と
も
い
え
る
島
原
の
乱
で
あ
る
。
本
格
的
に
参
陣
し
た
の
は
九
州

の
諸
大
名
に
限
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
細
川
家
、
黒
田
家
、
鍋
島
家
な
ど
に
は
、

膨
大
な
戦
功
記
録
の
一
次
史
料
が
残
さ
れ
た
。

た
だ
し
こ
の
合
戦
は
、
武
家
大
名
同
士
の
争
い
で
は
な
く
、
相
手
が
百
姓
を
中
心

と
し
た
一
揆
衆
で
あ
っ
た
た
め
、
従
来
の
国
内
戦
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
一
番
大
き

な
違
い
は
、
総
攻
撃
時
に
は
切
り
捨
て
が
命
令
さ
れ
、
分
捕
り
頸
注
文
な
ど
相
手
側

損
傷
の
詳
細
な
戦
功
記
録
も
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
個
々
の
武
士
は
首
取
、
鼻
削
ぎ
に
熱
中
し
て
い
た
こ
と
が
史
料
か
ら
確

認
で
き
、
朝
鮮
へ
の
侵
略
戦
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、
首
数
の
み
を
記
し
た
注
文
を
幕

府
に
提
出
し
た
大
名
も
い
た
。
し
か
し
細
川
家
中
で
は
、
首
数
等
の
多
寡
は
戦
功
認

定
で
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
。
か
わ
り
に
重
視
さ
れ
た
の
が
、
諸
隊
の
指
揮
ぶ

り
な
ど
組
織
的
戦
闘
行
動
で
あ
り
、
逆
に
軍
令
違
反
の
抜
け
駆
け
は
厳
し
く
禁
止
さ

れ
た
。

一
揆
衆
の
立
て
籠
も
る
原
城
二
の
丸
一
番
乗
り
と
い
う
、
武
家
の
伝
統
か
ら
い
え

ば
大
き
な
功
名
を
あ
げ
た
鍋
島
家
の
軍
団
が
、
軍
令
違
反
を
問
わ
れ
、
当
主
が
閉
門

処
分
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
従
来
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
、
集
団
の
統
制
を
重
視
し
た

新
た
な
戦
功
認
定
基
準
が
も
た
ら
し
た
象
徴
的
事
件
と
い
え
る
。
そ
の
基
準
は
諸
家

で
も
重
視
さ
れ
、
肥
後
細
川
家
の
家
老
、
松
井
家
に
残
る
「
有
馬
陣
武
功
穿
鑿
覚
書
」

と
い
う
史
料
に
よ
れ
ば
、
軍
令
に
反
し
持
場
を
離
れ
て
敵
を
倒
し
て
も
、
戦
功
と
は

認
定
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
同
じ
松
井
家
の
「
有
馬
陣
戦
功
の
者
書
付
」
に
は
、

各
家
臣
の
働
き
と
そ
の
評
価
が
四
段
階
に
分
け
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
種
々
の
調
査

結
果
を
も
と
に
評
価
が
厳
密
に
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
）
21
（

。
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こ
の
よ
う
に
、
島
原
の
乱
は
、
武
家
社
会
の
な
か
で
こ
れ
ま
で
伝
統
と
さ
れ
て
き

た
戦
い
の
あ
り
方
、戦
功
の
基
準
を
大
き
く
変
容
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

さ
ら
に
こ
の
合
戦
は
、
主
人
を
持
た
な
い
武
士
、
す
な
わ
ち
牢
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、

戦
功
を
あ
げ
て
士
官
の
途
を
開
く
最
後
の
機
会
で
も
あ
っ
た
。
幕
府
に
よ
る
軍
事
行

動
が
開
始
さ
れ
る
と
、
関
ヶ
原
合
戦
以
降
、
主
家
が
取
り
潰
さ
れ
て
浪
々
の
身
に
あ

る
武
士
た
ち
が
、
各
地
か
ら
島
原
に
集
ま
り
幕
府
軍
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と

え
ば
、
牢
人
で
あ
っ
た
三
池
親
家
父
子
は
、
筑
後
柳
川
立
花
家
の
軍
団
に
属
し
て
参

戦
し
た
よ
う
だ
が
、
細
川
家
の
方
が
仕
官
に
有
利
と
み
た
の
か
、
同
じ
場
所
で
戦
っ

て
い
た
細
川
家
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
戦
功
申
告
書
を
出
し
て
い
る
。

〔
史
料
8
〕
三
池
親
家
・
源
太
夫
有
馬
陣
挊
差
出
（
個
人
蔵
）
22
（

 

）

二
月
廿
七
日
差
出
シ

一
、本
丸
石
垣
ニ
つ
き
、
屏
之
や
ふ
れ
よ
り
な
た
・
長
刀
ニ
て
つ
き
申
候
を
、　

鑓
ニ

て
打
お
と
し
、
長
刀
取
申
候
、
其
後
、
石
ニ
て
う
た
れ
、
い
た
ミ
申
ニ
付
、
下

迄
引
取
申
候
、
右
之
証
人
長
谷
部
文
左
衛
門
ニ
御
尋
可
被
成
候
、
以
上
、

二（寛
永
十
五
年
）

月
廿
九
日　

　
　

三
池
左（親
家
）馬丞 

　
　
（
花
押
）

同　

源
太
夫 

　
　
（
花
押
）

長（三
渕
重
政
）

岡
右
馬
助
殿　

こ
の
史
料
を
み
る
と
、
前
に
見
た
丹
羽
氏
家
臣
の
も
の
と
同
様
、
江
戸
時
代
の
実

際
的
な
戦
功
報
告
が
、
中
世
的
軍
忠
状
の
よ
う
な
格
式
ば
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
自

身
が
戦
場
で
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
り
、
そ
の
結
果
相
手
に
与
え
た
損
害
と
自
己
が

受
け
た
損
害
を
、
素
朴
に
書
き
連
ね
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
例
で
は
、
三
池
氏
の
必
死
な
思
い
が
通
じ
、
細
川
家
へ
の
仕
官
が
か
な
っ
た

と
い
う
。
先
に
触
れ
た
松
井
家
で
も
、
他
国
・
牢
人
衆
の
武
功
調
査
を
命
じ
ら
れ
、

そ
の
結
果
を
記
し
た
史
料
が
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
見
る
と
、
当
人
の
今
後
の

社
会
的
身
分
に
か
か
わ
る
だ
け
に
、
証
人
を
立
て
極
め
て
厳
密
に
調
査
の
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
驚
く
。

以
上
の
よ
う
に
、
島
原
の
乱
で
は
、
各
武
士
か
ら
の
戦
功
申
告
を
ま
と
め
、
そ
れ

ら
を
調
査
し
評
価
し
た
文
書
が
、
戦
功
を
認
定
す
る
主
家
の
側
に
膨
大
に
残
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
あ
り
方
は
極
め
て
組
織
的
、あ
る
意
味
事
務
的
で
あ
り
、個
々

の
武
士
が
抱
く
名
誉
や
伝
統
よ
り
も
、
集
団
の
統
制
を
重
視
す
る
武
家
社
会
の
変
化

と
揆
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
う
け
ら
れ
る
。
首
取
り
は
実
際
に
は
多
数
行
わ

れ
た
も
の
の
、
第
一
義
的
な
戦
功
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
頸
注
文
も
作
成
さ
れ
な
か
っ

た
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
の
点
は
二
百
年
を
経
て
幕
末
の
戦
争
で
も
受
け
継
が
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

島
原
の
乱
以
降
、
戦
争
は
な
く
な
り
、
武
家
社
会
の
な
か
で
、
主
人
に
果
た
す
べ

き
武
士
の
義
務
の
う
ち
「
軍
忠
」
は
観
念
的
な
も
の
と
な
り
、も
っ
と
一
般
的
な
「
奉

公
」
へ
と
変
化
し
て
い
く
。「
奉
公
書
」
な
る
文
書
も
生
ま
れ
て
く
る
）
23
（

。

一
方
、
軍
功
記
録
と
い
う
点
で
は
、
現
実
の
戦
争
が
な
く
な
る
と
と
も
に
、
恩
賞

認
定
の
た
め
と
い
う
実
際
的
な
目
的
を
持
つ
記
録
で
は
な
く
、
さ
き
に
中
世
末
の
特

定
の
戦
闘
に
お
け
る
「
家
の
記
憶
」
の
記
録
化
と
し
て
指
摘
し
た
点
が
次
第
に
肥
大

化
し
て
い
く
こ
と
が
注
目
で
き
よ
う
。
家
記
・
家
譜
と
い
う
形
で
編
纂
さ
れ
た
「
武

家
の
由
緒
書
」
と
で
も
い
う
べ
き
軍
功
の
記
録
が
増
加
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
記
録

と
い
う
よ
り
叙
述
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
そ
れ
ら
に
は
、
軍
記
物
と
通
底
す
る
要
素

も
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
ま
っ
た
く
の
荒
唐
無
稽
な
も
の
は
少
な
く
、
記
録
性
が
重

視
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。

特
に
島
原
の
乱
で
は
、
出
兵
し
た
大
名
家
を
中
心
に
、
当
初
は
ま
さ
に
現
実
の
戦

功
認
定
の
た
め
に
膨
大
な
記
録
が
作
成
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
後
に
は
そ
れ
ら
が
各
大

名
家
（「
御
家
」）、
各
家
臣
家
（「
家
」）
の
記
念
す
べ
き
歴
史
、「
集
団
の
記
憶
」
と

し
て
種
々
の
形
で
編
纂
さ
れ
、
顕
彰
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
島
原
の
乱
に

参
陣
し
た
秋
月
黒
田
家
で
は
、
幕
末
の
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
陣
後
二
百
年
を
記
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念
し
て
、
初
代
当
主
黒
田
長
興
の
戦
功
を
顕
彰
す
べ
く
「
島
原
陣
図
屏
風
」
と
よ
ば

れ
る
壮
大
な
屏
風
絵
が
制
作
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
描
写
は
黒
田
家
に
伝
わ
る
種
々
の

記
録
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
戦
功
の
記
録
の
系
譜
を
追
っ
て
く
る
と
、
戦
功
を
申
請
し
恩
賞

に
預
か
る
と
い
う
極
め
て
現
実
的
な
目
的
の
た
め
に
出
現
し
た
軍
忠
状
が
、そ
の
後
、

二
つ
の
方
向
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
は
事
務
的
手
続
き

文
書
と
し
て
の
機
能
を
よ
り
純
化
さ
せ
、
戦
功
申
告
書
と
し
て
、
申
請
す
る
側
で
は

な
く
、
認
定
す
る
側
に
保
管
さ
れ
て
い
く
方
向
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、「
家

の
記
憶
」
の
記
録
と
し
て
、
家
譜
や
家
記
に
編
纂
さ
れ
、
一
種
の
由
緒
書
、
つ
ま
り

記
念
し
顕
彰
す
る
た
め
の
典
拠
と
な
っ
て
い
く
方
向
で
あ
る
。

最
初
に
と
り
あ
げ
た
萩
藩
に
お
け
る
幕
末
の
「
軍
忠
状
」
は
、
文
言
は
中
世
の
軍

忠
状
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
戦
功
（
戦
死
傷
者
）
申
告
書
と
し
て
、
事
務

的
文
書
の
性
格
を
強
く
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
第
一
の
方
向
で
あ
る
。
し
か
し
一
方

で
、
た
と
え
ば
軍
忠
状
の
袖
に
外
題
と
し
て
毛
利
家
当
主
の
書
く
外
題
証
判
「
一
見

了
」
の
位
置
が
、
司
令
官
の
藩
士
の
家
の
格
に
よ
っ
て
、
細
か
く
序
列
化
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
極
め
て
儀
礼
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
幕
末
の
現
実
の
軍
団
は
多
様
な
人
び
と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
て
、
中
隊
長
な
ど

の
司
令
官
も
ま
た
、
そ
の
能
力
に
よ
っ
て
他
家
か
ら
抜
擢
さ
れ
る
場
合
が
少
な
か
ら

ず
存
在
し
た
。
つ
ま
り
隊
の
構
成
員
皆
が
、
必
ず
し
も
同
じ
家
に
属
す
る
私
兵
で
は

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
証
判
付
き
軍
忠
状
が
提
出
者
で
あ
る
司
令
官
に
返
さ
れ
た

点
に
は
、
形
骸
化
も
み
て
と
れ
る
。
戦
国
時
代
の
益
田
宗
兼
の
家
や
、
江
戸
時
代
の

丹
羽
長
重
の
家
と
は
異
な
り
、
軍
忠
状
に
記
載
さ
れ
た
人
び
と
が
、
軍
忠
状
に
基
づ

い
て
各
家
か
ら
恩
賞
に
預
か
る
こ
と
は
、必
ず
し
も
想
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
軍
忠
状
は
、
司
令
官
の
家
に
と
っ
て
の
「
家
の
記
憶
」、
名
誉
に
す
ぎ
な

い
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
く
、
こ
う
し
た
儀
礼
化
、
形
骸
化
は
第
二
の
方
向
性
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
楢
崎
頼
三
の
場
合
に
典
型
的
に
い
え
る
。
頼
三
は
軍
忠
状
を
作
成

し
た
翌
年
、
明
治
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
留
学
に
旅
だ
ち
、
明
治
八
年
二
月
パ
リ
で
病
死

（
1
）　

道
迫
真
吾
「
萩
博
物
館
所
蔵
楢
崎
頼
三
関
係
資
料
」（『
萩
博
物
館
調
査
研
究
報
告
』
第
六
号
、

萩
博
物
館
、
二
〇
一
一
年
）
に
お
い
て
、
楢
崎
頼
三
の
略
歴
と
と
も
に
史
料
の
紹
介
が
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
史
料
に
注
目
し
た
菱
沼
一
憲
・
高
橋
一
樹
両
氏
に
よ
っ
て
、
二
〇
一
〇
年
本

館
企
画
展
示
「
武
士
と
は
何
か
」
に
展
示
さ
れ
、「
戦
功
の
認
定
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に

菱
沼
氏
が
同
展
図
録
に
お
い
て
展
示
品
解
説
を
行
っ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
の
時
展
示
さ
れ
た

本
史
料
に
触
発
さ
れ
て
、
よ
り
詳
し
く
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
戦
功
の
通
史
的
把
握

と
い
う
点
で
は
、
菱
沼
氏
の
図
録
解
説
を
も
参
照
願
い
た
い
。

（
2
）　
『
山
口
県
史　

史
料
編　

幕
末
維
新
6
』（
山
口
県
、
二
〇
〇
一
年
）
八
九
五
頁
、「
諸
隊
関

係
編
年
史
料
」
明
治
二
年
六
月
三
十
日
条
。

（
3
）　
『
山
口
県
文
書
館
資
料
目
録
4　

毛
利
家
文
庫
目
録
第
四
』（
山
口
県
文
書
館
、
一
九
七
四
年

五
月
）「
三
六　

賞
典
」
六
号
〜
一
〇
号
。

（
4
）　
『
山
口
県
史　

史
料
編　

幕
末
維
新
6
』
八
七
四
頁
、「
諸
隊
関
係
編
年
史
料
」
明
治
二
年
一

月
三
十
日
条
。

（
5
）　

第
一
大
隊
は
萩
藩
永
代
家
老
家
で
あ
っ
た
須
佐
益
田
家
（
当
時
の
家
督
は
親
祥
）
を
統
率
者

註 し
て
い
る
）
24
（

。
二
通
の
軍
忠
状
を
含
む
楢
崎
家
の
頼
三
関
係
史
料
は
、
彼
の
早
す
ぎ
る

死
を
悼
ん
で
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
「
頼
三
の
記
憶
」
を
二
通
の

軍
忠
状
を
以
て
記
念
碑
的
に
残
そ
う
と
す
る
、
第
二
の
方
向
性
を
確
認
で
き
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、一
見
懐
古
趣
味
に
し
か
見
え
な
い
楢
崎
頼
三
の
二
通
の
軍
忠
状
は
、

戦
功
の
記
録
が
戦
国
時
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
変
化
し
、
島
原
の
乱
で
、
あ
る
到
達

点
に
達
し
た
、
そ
の
流
れ
を
し
っ
か
り
と
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
し
た
系
譜
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
楢
崎
の
戦
功
報
告
に
は
、
も
ち
ろ
ん

頸
注
文
は
な
い
。
し
か
し
、
頸
注
文
が
な
く
な
る
こ
と
、
即
、
首
取
が
行
わ
れ
な
く

な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
首
取
行
為
は
戊
辰
戦
争
ま
で
確
認
で
き
、

西
南
戦
争
段
階
に
な
っ
て
初
め
て
禁
止
さ
れ
た
と
い
う
。
近
代
の
軍
隊
は
、
楢
崎
も

属
し
た
幕
末
萩
藩
の
軍
事
編
成
な
ど
を
も
と
に
生
ま
れ
て
く
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ

こ
に
明
ら
か
な
断
絶
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
同
時
に
、近
代
の
軍
隊
に
は
、

中
世
・
近
世
の
武
士
の
あ
り
方
か
ら
執
拗
に
継
受
さ
れ
て
い
く
側
面
が
あ
っ
た
こ
と

も
確
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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と
す
る
隊
（
北
第
一
大
隊
）
で
あ
っ
た
。

（
6
）　

御
末
家
、
御
一
門
、
鈴
尾
（
福
原
家
）、
老
中
、
年
寄
已
下
寄
組
、
大
組
遠
近
附
と
い
う
家

格
に
応
じ
て
、
外
題
（
証
判
）
の
位
置
が
上
が
っ
て
い
く
と
さ
れ
る
。

（
7
）　

同
様
に
、
た
と
え
ば
右
田
毛
利
家
文
書
（
山
口
県
文
書
館
）
に
は
、
慶
応
四
年
四
月
毛
利
親

信
軍
忠
状
等
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

（
8
）　
「
噂
書
」、「
御
奉
書
」、「
御
書
」、「
御
請
」
等
の
文
書
が
藩
側
か
ら
発
給
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）　

先
行
研
究
に
つ
い
て
は
漆
原
徹
『
中
世
軍
忠
状
と
そ
の
世
界
』（
東
京　

吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
八
年
）
参
照
。

（
10
）　

こ
こ
で
い
う
軍
忠
状
と
は
、
軍
団
に
参
加
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
自
身
や
被
官
が
戦
闘
で
負

傷
し
た
こ
と
を
書
面
で
司
令
官
に
申
請
し
、
承
認
の
し
る
し
を
受
け
て
返
却
さ
れ
た
文
書
を

意
味
す
る
。

（
11
）　

分
捕
頸
（
首
）
注
文
形
式
の
文
書
は
、
南
北
朝
期
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
戦
国
期
の
西
国
や

関
ヶ
原
合
戦
時
の
も
の
が
多
く
残
存
し
て
い
る
。

（
12
）　
『
史
料
纂
集　

入
江
文
書
』（
上
田
純
一
校
訂
、
東
京　

続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
六
年
）

一
〇
七
号
。

（
13
）　

如
法
寺
氏
は
、
豊
後
田
原
氏
の
一
族
で
、
南
北
朝
期
の
田
原
貞
広
息
氏
信
か
ら
分
か
れ
た
家

で
あ
り
、
田
原
本
宗
家
に
従
っ
て
い
た
。

（
14
）　
『
大
日
本
古
文
書　

益
田
家
文
書
之
一
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、二
〇
〇
〇
年
）
二
〇
八
号
。

（
15
）　

例
え
ば
『
大
日
本
古
文
書　

益
田
家
文
書
』
第
一
冊
所
収
の
二
六
一
号
「
殿
中
年
中
行
事
記

録
」、
同
第
三
冊
所
収
の
六
七
九
号
〜
六
九
一
号
伊
勢
氏
・
細
川
氏
関
係
者
か
ら
の
書
状
類
な

ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
16
）　

永
正
八
年
九
月
六
日
天
野
元
連
軍
忠
状
（「
閥
閲
録
」
巻
百
六
十
四
、三
田
尻
裁
判
、
深
野
忠

兵
衛
）。

（
17
）　

西
国
に
比
較
し
て
東
国
で
は
、
手
負
注
文
、
頸
注
文
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
残
存
し
て
い
な
い
。

た
だ
し
「
討
捕
」
の
証
拠
が
戦
功
を
得
る
た
め
に
示
さ
れ
た
こ
と
は
、時
代
は
下
る
が
「
及
防
戦
、

敵
数
多
討
捕
、
鼻
験
十
四
到
来
候
」（
天
正
十
二
年
）
十
月
十
六
日
北
条
氏
直
書
状
写
（『
戦

国
遺
文　

後
北
条
氏
編
』
二
七
二
五
号
）
と
い
っ
た
文
言
な
ど
か
ら
推
測
で
き
る
。

（
18
）　

既
に
後
北
条
氏
の
史
料
に
お
い
て
、「
鼻
験
」
を
頸
の
代
わ
り
に
戦
功
の
証
と
す
る
記
述
が

み
ら
れ
た
こ
と
は
、
註
（
17
）
参
照
。

（
19
）　

北
島
万
次
「
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
に
お
け
る
鼻
切
り
と
虚
構
の
供
養
」（『
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史

学
』
第
六
号
、
二
〇
一
一
年
）。

（
20
）　

つ
ま
り
大
名
家
内
部
で
、そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
家
臣
か
ら
戦
功
を
報
告
さ
せ
、そ
の
文
書
は
各
々

の
大
名
家
で
保
管
し
て
い
る
。
そ
の
保
管
文
書
の
情
報
を
も
と
に
、
徳
川
家
へ
の
戦
功
報
告

書
（
大
名
家
が
家
臣
か
ら
戦
功
を
報
告
さ
せ
た
形
式
と
は
当
然
異
な
る
形
式
）
を
作
成
し
た
り
、

そ
の
保
管
文
書
を
大
名
家
内
部
の
恩
賞
配
分
の
た
め
の
基
礎
資
料
に
利
用
し
た
り
、
あ
る
い

（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
一
三
年
一
月
二
五
日
受
付
、
二
〇
一
三
年
三
月
二
六
日
審
査
終
了
）

は
家
譜
編
纂
に
利
用
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
21
）　

林
千
寿
「
天
草
・
島
原
の
乱
―
徳
川
幕
府
を
震
撼
さ
せ
た
百
二
十
日
」（
八
代
市
立
博
物
館

未
来
の
森
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
編
『
八
代
の
歴
史
と
文
化
12
：
天
草
・
島
原
の
乱
―
徳
川
幕
府
を
震

撼
さ
せ
た
百
二
十
日
』、同
館
、二
〇
〇
二
年
）、同
「
島
原
の
乱
に
お
け
る
戦
功
認
識
に
つ
い
て
」

『
日
本
歴
史
』
六
七
九
号
、
二
〇
〇
四
年
。

（
22
）　

註
（
21
）
展
示
図
録
九
八
頁
掲
載
史
料
。　
　

（
23
）　

こ
れ
ま
で
も
例
に
出
し
て
き
た
萩
藩
永
代
家
老
家
益
田
氏
の
家
伝
史
料
に
は
、
寛
永
十
二
年

七
月
一
日
牛
庵
（
益
田
元
祥
）
一
代
奉
公
覚
書
（『
大
日
本
古
文
書　

益
田
家
文
書
』
第
二
冊

所
収
四
六
一
号
、
た
だ
し
誓
紙
部
分
は
未
収
）
と
い
う
史
料
が
あ
る
。

（
24
）　

註
（
1
）
道
迫
二
〇
一
一
年
、
参
照
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
に
ミ
シ
ガ
ン
大
学
で
開
催
さ
れ
た
同
大
学
日
本
研
究
所

主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム“T

he Early M
odern ‘M

edieval ’ : Reconstructing Japanese 
Pasts ”

で
報
告
し
た
内
容
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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It is commonly considered that after distinguished war service or performing acts of valor, 

their recording and the acquiring of rewards in recognition are the most fundamental and important  

practice of a bushi （warrior）, and many studies have been conducted on gunchujo （requests for 

recognition of military success and heroic deeds） made during the period of the Northern and  

Southern Dynasties （1336–1392）. However, it has not been completely clarified how gunchujo  

changed, disappeared, and reappeared during the period of the Warring States （1493–1590） and  

later were used in early-modern times during which internally Japan was at peace. To explore both  

the differences and common points found in documents from the archives of samurai families of 

the medieval period and early-modern times, this paper focuses on historical materials that record 

meritorious service in war and examines changes to their content, style and the system of application.

In 1869, just before the return of the han （domain） registers to the Meiji Emperor, a survey on 

military exploits in the Boshin War and other wars was systematically conducted among samurai  

families in the Hagi han. In compliance with the directions given by the han, the chief retainers  

submitted records with phrasing typical of medieval period gunchujo. The han then returned these 

records to the samurai with a seal of proof similar to those used in the medieval period. When these 

records are compared with other records of military exploits submitted by volunteer corps including 

peasant soldiers, war casualties and war dead are commonly described, but a significant distinction is 

whether they were written in the typical format and style of gunchujo or not. In other words, it can be 

considered that han and retainers in the closing days of the Tokugawa Shogunate positioned gunchujo  

as a symbol of their rank as bushi.

Now the question arises: What is the historical meaning of this gunchujo? According to the 

historical sources, in early times the reporting and acknowledgement of martial exploits to receive 

rewards was made verbally in the presence of a commander. However, during the battles of the  

Mongol Invasions （1274 and 1281）, the Shogunate government who were the arbitrators of  

rewards resided in Kamakura, far from the battle area. The battles were on a large scale and the 

number of bushi wishing acknowledgement of military exploits numerous; therefore, for the first  

time bureaucratic work to confirm acknowledgement of military exploits by means of documents 

was carried out. Afterward, documents related to military affairs were standardized, and procedures 

concerning acknowledgement of military exploits were systematized, consequently becoming those 

documents on military affairs used during the period of the Northern and Southern Dynasties, in  

which battles were fought in many regions over a prolonged period. 
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In the late 15th century, however, most documents on military affairs changed to a simple citation  

to praise military exploits, and throughout Japan the remaining examples of gunchujo and other 

documents to record and report military exploits significantly decreased. Later, however, daimyo  

（feudal lords） and bushi in the western part, who wanted to display their strong connection with the 

Shogunate, started to use gunchujo and kubichumon again, reviving the old customs and manners of 

samurai families of the Muromachi Shogunate, and in the high season of the Warring States period,  

they were increasingly drawn up in the domains of the Otomo and Mori clan warlords.

Moreover, after the establishment of the Hideyoshi administration, a system to acknowledge  

military exploits was further refined in the form of a military exploit report and a document  

confirming its acceptance, as symbolized by hana uketorijo （the nose receipt documents） issued  

during the attempted conquest of Korea. After the Battle of Sekigahara （1600）, and the two Sieges 

of Osaka （1614 and 1615）, a massive amount of military exploit record documents were created;  

the Shimabara Uprising （1637–1638）, which is regarded as the last battle in the beginning of early-

modern times, also gave rise to numerous gunchujo created by “outside” daimyo families and their 

retainer families in Kyushu. Gunchujo at this period specifically described details of a bushi’s military 

action and deeds, and formal elements are minimal. In addition, these documents were kept, managed, 

and stored in the residence of a daimyo as a basic material to report military exploits to the Tokugawa 

family, as well as to provide evidence for the allocation of rewards to retainers. In due course, even 

after the formal completion of the actual acknowledgement procedure, many samurai families came to 

collect their military exploit records and incorporated them into their family tradition and history as  

very important evidence confirming their relation with the Tokugawa family. The Shogunate as well  

came to compile such records of military exploits. 

As described above, by following the genealogy of military exploit records, it has been found  

that gunchujo, which first appeared for the very practical purpose of acclaiming military exploits and 

receiving rewards, subsequently developed in two directions. In one direction their function as a 

document for administrative procedure was further refined, and they came to be kept as a record of  

an application by the side granting acknowledgement, not by the side making the application; and in  

the other direction they were absorbed into the family tradition as a “memory of the family,” becoming  

a kind of physical verification to be handed down through the generations, in other words, a reliable 

source for honoring and commemorating the memory of a family’s ancestors. 

The gunchujo of the Hagi han in the last days of the Tokugawa Shogunate can also be positioned  

in a genealogical record where the record of military exploits changed from the Warring States  

period through to early-modern times, and reached the end with the Shimabara Uprising. One can  

safely state that this also suggests an aspect whereby the military soldier of modern times tenaciously 

carried on the mores of medieval and early-modern bushi.

Key words:  gunchujo, record of military exploits, Hagi han, archives of samurai families, old customs  

and manners of samurai families




